
農山漁村地域の活性化にむけた
総合的な取組を支援します

～ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ～

○ 活性化計画を作成する都道府県又は市町村へ直接補助が可能です。
○ 対象施設間の予算流用や年度間融通により、地域の実情に合わせた
整備が可能です。

○ 地域の創意工夫による独自の提案メニューも支援します。

特 徴

支援内容

２．良好な生活の場である農山漁村の生活環境整備を支援します。

農林水産物集出荷貯蔵施設

区画整理、農業用用排水路、
育苗施設、農林水産物処理
加工・集出荷貯蔵施設 等

１．農林漁業の振興を図る生産基盤・生産施設の整備を支援します。

補助率：１／２等

○ 地方公共団体が地域の自主性と創意工夫により、定住者や滞在者
の増加などを通じた農山漁村の活性化を図る計画を作成し、その実
現に必要な施設整備を中心とした総合的な取組を支援します。

事業概要

【主な支援施設】

農業用用排水路

簡易給排水施設、防災安全
施設、農山漁村定住促進施

設 等

【主な支援施設】

簡易給排水施設農業集落道

※重点対策として、子ども農山漁村交流プロジェクト、「農」と福祉の連携プロジェクト、空き家・廃校活用交流プロジェクト
を実施。（農林水産省ホ－ムペ－ジ（文末ＵＲＬ）をご参照）



４．多機能な集落拠点など資源を有効利用するための施設の整備を支援
します

農産物加工体験施設

地域資源活用交流促進施設、
地域連携販売力強化施設、
農林漁業体験施設 等

３．都市住民の一時的・短期的滞在の為の交流拠点の整備を支援します

【主な支援施設】

地域連携販売力強化施設

遊休農地解消支援、自然・
資源活用施設、新規需要米
生産製造連携施設、集落拠
点強化施設 等

【主な支援施設】
補完

移設

店舗、出張所

診療所

代替

農産物加工施設

（近隣）

（遠方）

実施主体

○ 都道府県、市町村、土地改良区、水産業協同組合、森林組合、農業協同
組合、ＮＰＯ法人、ＰＦＩ事業者、農林水産業者等の組織する団体 等
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詳細については、農村振興局農村整備官（☎03‐3501‐0814）までご連絡ください。
農林水産省ＨＰ（http://www.maff.go.jp/j/budget/2014/pdf/51_26_kettei_renkei.pdf）

更新整備

集落拠点強化施設
（H26に新たに追加した事業メニュー）

農産物加工施設


